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Ⅰ
は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
伝
統
的
に
産
業
別
労
働

協
約
が
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
き
た
ド
イ

ツ
に
お
け
る
労
働
協
約
シ
ス
テ
ム
の
現
在
を
、

筆
者
な
り
に
素
描
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る（
1
）。
以
下
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
労

使
交
渉
の
基
本
構
造
を
確
認
し
た
う
え
で
、

産
別
協
約
の
意
義
と
機
能
、
お
よ
び
一
九
九

〇
年
代
以
降
の
変
容
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、

最
近
の
法
政
策
上
の
動
向
に
つ
い
て
も
、
検

討
を
行
う
こ
と
と
し
た
い
。

Ⅱ
協
約
交
渉
の
基
本
構
造

１　

当
事
者

　

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、伝
統
的
に
、産
業
別

に
組
織
さ
れ
た
労
働
組
合
お
よ
び
使
用
者
団

体
が
、
協
約
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
中
核
的
な

役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
こ
れ
は
、
労
働
組

合
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
ド
イ

ツ
労
働
総
同
盟（
Ｄ
Ｇ
Ｂ
）が
、戦
後
、労
働
組

合
の
再
建
に
当
た
っ
て
、い
わ
ゆ
る「
産
業
別

組
織
原
則（Industrieverbandsprinzip

）」

に
従
い
、
一
つ
の
産
業
を
管
轄
す
る
労
働
組

合
を
一
つ
に
限
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
組
合
組

織
力
の
強
化
を
図
り
、
ま
た
こ
れ
に
対
応
す

る
形
で
、
使
用
者
団
体
も
産
業
別
に
組
織
さ

れ
て
い
っ
た
と
い
う
歴
史
的
経
緯
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
現
在
で
も
、
Ｄ
Ｇ
Ｂ
に
加
盟
し

て
い
る
八
の
産
業
別
労
働
組
合
、
お
よ
び
、

使
用
者
団
体
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
セ
ン
タ
ー
で

あ
る
ド
イ
ツ
使
用
者
団
体
連
合
（
Ｂ
Ｄ
Ａ
）

に
加
盟
し
て
い
る
五
四
の
産
業
別
使
用
者
団

体
が
、協
約
締
結
の
当
事
者（
協
約
当
事
者
）

と
し
て
、
ド
イ
ツ
の
協
約
シ
ス
テ
ム
に
お
け

る
重
要
な
ア
ク
タ
ー
と
な
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
労
働

組
合
に
協
約
締
結
権
限
が
認
め
ら
れ
る
た
め

に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
協
約
能
力

（T
ariffähigkeit

）」
を
備
え
る
必
要
が
あ

る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
労
働
協
約

法
上
、
労
働
協
約
が
労
働
関
係
の
内
容
等
を

定
め
る
法
規
範
（R

echtsnorm
en

）
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
内
容
の
正
当
性

（R
ichtigkeit

）
を
担
保
す
る
た
め
に
、
判

例
上
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
具
体

的
に
は
、
労
働
組
合
は
、
①
民
主
的
組
織
で

あ
る
こ
と
、
②
社
会
的
実
力
（sozail 

M
ächtigkeit

）
を
備
え
て
い
る
こ
と
、
③

協
約
締
結
意
思
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
④
現

行
の
労
働
協
約
制
度
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
、

と
い
う
四
つ
の
要
件
を
充
た
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い（
2
）。
な
か
で
も
、
②
社
会
的
実
力

の
要
件
は
、
労
働
組
合
に
対
し
、
協
約
交
渉

に
お
い
て
使
用
者
側
へ
圧
力
を
行
使
す
る
こ

と
が
で
き
、
か
つ
、
締
結
さ
れ
た
協
約
を
実

施
す
る
た
め
に
十
分
な
資
金
力
や
人
的
・
物

的
設
備
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
要
求
す
る
も

の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、例
え
ば

組
織
規
模
が
小
さ
く
交
渉
力
が
脆
弱
な
労
働

組
合
に
は
、
そ
も
そ
も
協
約
締
結
権
限
は
認

め
ら
れ
な
い
。
翻
っ
て
、
典
型
的
に
は
、
Ｄ

Ｇ
Ｂ
傘
下
の
産
別
組
合
の
よ
う
に
、
強
固
な

組
織
的
基
盤
と
交
渉
力
を
具
備
し
て
い
る
労

働
組
合
に
つ
い
て
の
み
、
協
約
締
結
権
限
が

付
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

２　

団
体
交
渉
法
制

　

か
く
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
協
約
交

渉
（
団
体
交
渉
）
も
、
主
と
し
て
産
業
別
に

組
織
さ
れ
た
労
働
組
合
お
よ
び
使
用
団
体
と

の
間
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
わ
け
で
あ

る
が
、
我
が
国
に
お
け
る
の
と
は
異
な
り
、

ド
イ
ツ
で
は
協
約
自
治（
基
本
法
九
条
三
項
）

の
尊
重
と
い
う
観
点
か
ら
、
協
約
交
渉
に
関

す
る
法
規
制
は
存
在
し
な
い
。
連
邦
労
働
裁

判
所
も
、
相
手
方
に
対
し
て
、
協
約
交
渉
の

開
始
・
継
続
を
義
務
付
け
る
と
い
う
意
味
で

の
交
渉
請
求
権
を
否
定
し
て
い
る（
3
）。
そ

の
た
め
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
協
約
交
渉
の
形

態
は
、
専
ら
協
約
当
事
者
間
で
の
自
治
に
委

ね
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
点
に
つ
き
、
例
え
ば
、
建
設
産
業
や

化
学
産
業
に
お
い
て
は
、
全
国
レ
ベ
ル
を
交

渉
単
位
と
し
て
中
央
交
渉
が
行
わ
れ
て
い
る

一
方
、
金
属
産
業
で
は
地
域
レ
ベ
ル
で
協
約

交
渉
が
行
わ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
後
者

に
お
い
て
は
、
一
つ
の
地
域
を
パ
タ
ー
ン
・

セ
ッ
タ
ー
に
指
定
し
、
そ
こ
で
の
交
渉
結
果

を
他
の
地
域
に
波
及
さ
せ
る
パ
イ
ロ
ッ
ト
協

約
方
式
が
採
ら
れ
て
お
り
、
最
近
で
は
、
ダ

イ
ム
ラ
ー（D

aim
ler A

G

）を
は
じ
め
、主
要

な
企
業
が
集
積
し
て
い
る
バ
ー
デ
ン

－

ヴ
ュ

ル
テ
ン
ベ
ル
ク
地
域
が
、か
か
る
パ
タ
ー
ン
・

セ
ッ
タ
ー
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

Ⅲ
産
業
別
労
働
協
約
の
意
義
と

機
能

　

こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
協
約
交
渉
は
、

産
業
ご
と
に
全
国
レ
ベ
ル
ま
た
は
地
域
レ
ベ

ル
で
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
労
働
協
約
も
、

全
国
ま
た
は
地
域
を
締
結
単
位
と
す
る
企
業

横

断

的

な

広

域

協

約

（F
lächentarifvertrag

）
と
し
て
、
締
結

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、

規
範
的
効
力
に
よ
っ
て
労
働
協
約
の
直
接
的

な
適
用
を
受
け
る
の
は
、
当
該
協
約
を
締
結

し
た
労
働
組
合
の
組
合
員
に
限
ら
れ
、
非
組

合
員
に
は
適
用
さ
れ
な
い
の
が
原
則
（
労
働

協
約
法
三
条
一
項
、
四
条
一
項
）
で
あ
る
が
、

一
定
の
要
件
（
①
当
該
協
約
に
拘
束
さ
れ
る

使
用
者
が
当
該
協
約
の
適
用
範
囲
に
あ
る
労

働
者
の
五
〇
％
以
上
を
雇
用
し
て
い
る
こ
と
、

②
一
般
的
拘
束
力
宣
言
が
公
共
の
利
益
の
た

め
に
必
要
で
あ
る
と
思
慮
さ
れ
る
こ
と
）
を

充
た
す
場
合
に
は
、
労
・
使
そ
れ
ぞ
れ
の
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
代
表
者
三
名

で
構
成
さ
れ
る
協
約
委
員
会
の
同
意
を
得
て
、

連
邦
労
働
大
臣
が
一
般
的
拘
束
力
宣
言
を
行

う
こ
と
で
、
当
該
協
約
は
そ
の
適
用
範
囲
内

に
あ
る
非
組
合
員
に
対
し
て
も
、
適
用
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
（
労
働
協
約
法
五
条
）。
そ

し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
労
働
協
約
法
上
、

い
わ
ゆ
る
有
利
原
則
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
と
相
ま
っ
て
、
産
別
協
約
は
当
該
産
業
に

お
い
て
、
広
く
最
低
労
働
条
件
を
定
立
す
る

機
能
を
果
た
し
て
き
た
。
こ
れ
は
ま
た
、
使

ド
イ
ツ
に
お
け
る
産
業
別
労
働
協
約
シ
ス
テ
ム
の
現
在

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
研
究
員　

山
本　

陽
大
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用
者
の
側
に
し
て
み
れ
ば
、
市
場
に
お
け
る

労
働
条
件
の
引
き
下
げ
を
通
じ
た
競
争
が
排

除
さ
れ
、
競
争
条
件
が
同
一
化
さ
れ
る
こ
と

を
も
意
味
す
る
（
カ
ル
テ
ル
効
果
）。

　

も
っ
と
も
、
我
が
国
に
お
い
て
も
既
に
知

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
九
〇
年
以
降
、

か
か
る
産
別
協
約
を
中
心
と
し
た
ド
イ
ツ
の

労
働
協
約
シ
ス
テ
ム
は
、
危
機
的
状
況
に
あ

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（
4
）。
と
り
わ

け
深
刻
で
あ
る
の
は
、
産
別
協
約
適
用
率
の

著
し
い
低
下
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
統

計
（
表
１
）
に
よ
れ
ば
、
一
九
九
六
年
時
点

で
は
、
旧
西
ド
イ
ツ
地
域
に
お
い
て
産
別
協

約
が
適
用
さ
れ
る
労
働
者
の
割
合
は
全
体
の

六
九
％
で
あ
っ
た
の
が
、
二
〇
一
二
年
に
は

五
三
％
ま
で
落
ち
込
ん
で
い
る
。
ま
た
、
旧

東
ド
イ
ツ
地
域
は
よ
り
顕
著
で
あ
っ
て
、
一

九
九
六
年
時
点
で
は
五
六
％
で
あ
っ
た
適
用

率
が
三
六
％
に
ま
で
落
ち
込
ん
で
い
る
の
で

あ
る
。

　

そ
の
理
由
と
し
て
ま
ず
挙
げ

ら
れ
る
の
は
、
産
業
構
造
の
変

化
（
製
造
業
か
ら
サ
ー
ビ
ス
業

へ
の
移
行
）
や
、
そ
れ
に
伴
う

ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
労
働
者
の
増
加
、
非
正
規

雇
用
の
増
加
、
労
働
者
の
個
人
主
義
化
等
を

背
景
と
し
た
、
組
合
組
織
率
の
低
下
で
あ
ろ

う
。
Ｄ
Ｇ
Ｂ
傘
下
の
産
別
組
合
だ
け
で
い
え

ば
、
一
九
九
一
年
の
時
点
で
一
〇
〇
〇
万
人

を
超
え
て
い
た
組
合
員
数
は
、
二
〇
一
三
年

に
は
約
六
一
四
万
人
に
ま
で
減
少
し
て
い
る

（
表
２
）（
5
）。

　

ま
た
、
産
別
協
約
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を

嫌
っ
て
使
用
者
団
体
か
ら
脱
退
し
た
り
、
あ

る
い
は
新
設
企
業
が
使
用
者
団
体
へ
の
加
盟

を
避
け
る
と
い
う
「
協
約
か
ら
の
逃
避

（T
ariffl

ucht

）」
現
象
に
よ
っ
て
、
使
用

者
団
体
の
組
織
率
が
年
々
低
下
し
て
い
る
こ

と
も
、
協
約
適
用
率
の
低
下
に
大
き
く
作
用

し
て
い
る
。
例
え
ば
、
金
属
産
業
に
お
け
る

使
用
者
団
体
の
上
部
団
体
で
あ
る
金
属
連
盟

（G
esam

tm
etall

）
の
統
計
（
表
３
）
に
よ

れ
ば
、
金
属
産
業
に
お
い
て
さ
え
、
協
約
の

適
用
を
受
け
る
加
盟
企
業
は
、
一
九
九
〇
年

の
時
点
で
は
、
九
三
六
五
社
で
あ
っ
た
の
が
、

二
〇
一
二
年
に
は
三
六
〇
四
社
に
ま
で
減
少

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

と
り
わ
け
、
か
か
る
使
用
者
団
体
組
織
率

が
低
下
し
た
結
果
、
一
般
的
拘
束
力
宣
言
の

要
件
（
上
記
・
①
）
が
充
た
せ
な
く
な
り
、

一
般
的
拘
束
力
宣
言
を
受
け
る
労
働
協
約
数

が
減
少
し
て
い
る
こ
と
は
、
見
逃
さ
れ
て
は

な
ら
な
い
。
連
邦
労
働
社
会
省（
Ｂ
Ｍ
Ａ
Ｓ
）

の
統
計
（
表
４
）
に
よ
れ
ば
、
一
般
的
拘
束

力
宣
言
を
受
け
て
い
る
労
働
協
約
数
は
、
一

九
九
〇
年
代
に
は
六
〇
〇
件
を
超
え
て
い
た

の
が
、
二
〇
一
三
年
に
は
四
九
八
件
と
な
っ

て
い
る
。

　

か
く
し
て
、
産
別
協
約
の
適
用
率
は
年
々

低
下
傾
向
を
辿
り
、
そ
れ
に
よ
る
直
接
的
な

保
護
を
受
け
な
い
労
働
者
層
が
広
が
っ
て
き

て
い
る
現
状
に
あ
る
。

　

た
だ
し
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
実
務
上
、

事
業
所
内
に
組
合
員
と
非
組
合
員
が
い
る
場

合
に
は
、
使
用
者
と
非
組
合
員
と
の
間
の
個

別
労
働
契
約
に
お
い
て
、
組
合
員
に
適
用
さ

れ
て
い
る
協
約
を
引
用
す
る
旨
の
条
項
が
置

か
れ
る
こ
と
が
多
い
点
に
は
留
意
を
要
し
よ

う
。

か

か

る

引

用

条

項

表 1　ドイツにおける協約適用率の推移（労働者比）単位：%

※（　）内は引用条項により、産別協約に準拠した労働条件のもと就労している労働者の比率
資料出所：WSI-Tarifarchiv 2014, Statistisches Taschenbuch Tarifpolitik,1.9 und 1.10
　　　　　（http://www.boeckler.de/pdf/p_ta_tariftaschenbuch_2014.pdf）

年
旧西ドイツ地域 旧東ドイツ地域

産別協約
の適用

企業別協
約の適用

協約適用
無し

産別協約
の適用

企業別協
約の適用

協約適用
無し

1996 69 56 27
1997 65 56 28
1998 68 8 51 12 37
1999 65 8 27 (13) 46 11 43 (22)
2000 63 7 30 (15) 44 11 45 (24)
2001 63 8 29 (15) 44 12 44 (24)
2002 63 7 29 (15) 43 12 45 (23)
2003 62 8 30 (16) 43 11 46 (24)
2004 61 7 32 (16) 41 12 48 (23)
2005 59 8 34 (16) 42 11 47 (23)
2006 57 8 35 (17) 41 13 46 (22)
2007 56 7 37 (20) 41 13 47 (24)
2008 55 8 37 (19) 40 12 48 (23)
2009 56 9 36 (19) 38 13 49 (24)
2010 56 7 37 (19) 37 13 50 (24)
2011 54 7 39 (20) 37 12 51 (26)
2012 53 7 40 (20) 36 12 51 (25)

表２　ＤＧＢ傘下産別組合の組合員数の推移

資料出所：ドイツ労働総同盟のHP（http://www.dgb.de/uber-uns/dgb-heute/mitgliederzahlen）

年

建設・農業・ 
環境産業 
労働組合 
(IGBAU)

鉱業・化学・ 
エネルギー産業 

労働組合 
(IGBCE)

教育学術 
労働組合 
(GEW)

金属産業 
労働組合
(IG Metall)

飲食産業 
労働組合 
(NGG)

警察官 
労働組合 
(GdP)

鉄道交通 
労働組合 

(TRANSNE 
T、2010 年以
降は EVG)

統一サー 
ビス産業 
労働組合
(ver.di)

合計

2001 509,690 862,364 268,012 2,710,226 250,839 185,380 306,002 2,806,496 7,899,009
2002 489,802 833,693 264,684 2,643,973 245,350 184,907 297,371 2,740,123 7,699,903
2003 461,162 800,762 260,842 2,525,348 236,507 181,100 283,332 2,614,094 7,363,147
2004 424,808 770,582 254,673 2,425,005 225,328 177,910 270,221 2,464,510 7,013,037
2005 391,546 748,852 251,586 2,376,225 216,157 174,716 259,955 2,359,392 6,778,429
2006 368,768 728,702 249,462 2,332,720 211,573 170,835 248,983 2,274,731 6,585,774
2007 351,723 713,253 248,793 2,306,283 207,947 168,433 239,468 2,205,145 6,441,045
2008 336,322 701,053 251,900 2,300,563 205,795 167,923 227,690 2,180,229 6,371,475
2009 325,421 687,111 258,119 2,263,020 204,670 169,140 219,242 2,138,200 6,264,923
2010 314,568 675,606 260,297 2,239,588 205,646 170,607 232,485 2,094,455 6,193,252
2011 305,775 672,195 263,129 2,245,760 205,637 171,709 220,704 2,070,990 6,155,899
2012 297,763 668,982 266,542 2,263,707 206,203 173,223 213,566 2,061,198 6,151,184
2013 288,423 663,756 270,073 2,265,859 206,930 174,102 209,036 2,064,541 6,142,720
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（B
ezugnahm

eklausel

）（
6
）
を
用
い
る
こ

と
で
、
非
組
合
員
に
対
し
て
も
、
当
該
協
約

が
定
め
る
の
と
同
一
の
労
働
条
件
が
適
用
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、統
計（
表
１
）

に
よ
れ
ば
、
組
合
員
に
対
す
る
協
約
の
直
接

的
な
適
用
の
み
な
ら
ず
、
か
か
る
引
用
条
項

を
用
い
た
非
組
合
員
に
対
す
る
間
接
的
な
適

用
を
も
含
め
る
と
、
現
在
で
も
、
約
七
〇
％

の
労
働
者
が
産
別
協
約
の
適
用
を
受
け
て
就

労
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
点
で
は
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
産
別
協
約
は
、
そ
の
直
接

的
な
適
用
率
は
低
下
し
て
い
る
も
の
の
、
労

働
条
件
設
定
規
範
と
し
て
の
重
要
性
は
、
現

在
な
お
維
持
し
て
い
る
と
の
見
方
が
可
能
で

あ
ろ
う
。

Ⅳ
労
働
条
件
規
整
権
限
の
分
権
化

　

と
こ
ろ
で
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
協
約
シ
ス

テ
ム
の
危
機
と
い
う
文
脈
の
な
か
で
は
、
Ⅲ

で
述
べ
た
協
約
適
用
率
の
低
下
と
並
ん
で
、

労
働
条
件
規
整
権
限
の
産
業
レ
ベ
ル
か
ら
事

業
所
レ
ベ
ル
へ
の
分
権
化
と
い
う
現
象
も
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て

は
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
い
わ
ゆ
る
開
放
条

項
を
用
い
た
分
権
化
が
大
き
な
テ
ー
マ
と

な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
か
か
る
分
権

化
が
実
際
の
と
こ
ろ
ど
の
程
度
進
ん
で
い
る

の
か
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。

１　

二
元
的
労
使
関
係
と
協
約
優

位
原
則

　

周
知
の
通
り
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
産

業
レ
ベ
ル
で
の
労
使
関
係
の
ほ
か
、
事
業
所

レ
ベ
ル
で
も
、
各
事
業
所
に
お
け
る
従
業
員

代
表
機
関
で
あ
る
事
業
所
委
員
会
と
個
別
使

用
者
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
労
使
関
係
が
存

在
す
る
（
二
元
的
労
使
関
係
）。

　

そ
し
て
、
か
か
る
事
業
所
レ
ベ
ル
に
お
い

て
も
、
当
該
事
業
所
に
お
け
る
全
労
働
者
に

よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
事
業
所
委
員
会
に
は
、

事
業
所
組
織
法
に
基
づ
き
共
同
決
定
権
が
付

与
さ
れ
、
使
用
者
と
事
業
所
協
定
を
締
結
す

る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
関
係
に
対
す
る
規
範

設
定
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

か
か
る
事
業
所
委
員
会
が
、
産
業
レ
ベ
ル
で

の
労
働
者
代
表
で
あ
る
労
働
組
合
と
同
一
の

権
限
を
持
つ
と
す
れ
ば
、
相
克
が
生
じ
う
る

た
め
、
両
者
の
関
係
は
い
わ
ゆ
る
協
約
優
位

原
則
に
よ
り
整
序
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

事
業
所
組
織
法
七
七
条
三
項
一
文
は
、「
労
働

協
約
で
規
整
さ
れ
る
、
ま
た
は
規
整
さ
れ
る

の
が
通
常
で
あ
る
賃
金
そ
の
他
の
労
働
条
件

は
、
事
業
所
協
定
の
対
象
と
さ
れ
て
は
な
ら

な
い
」
と
定
め
る
こ
と
で
、
労
働
組
合
の
優

位
性
を
担
保
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
労
働
協
約
法
四
条
三
項
に
よ

り
、
協
約
自
体
が
協
約
か
ら
の
逸
脱
を
許
容

す
る
条
項
（
開
放
条
項
）
を
置
い
て
い
る
場

合
に
は
、
協
約
優
位
原
則
に
よ
る
遮
断
効

（S
perrw

irkung

）
が
解
か
れ
、
事
業
所

協
定
に
よ
り
協
約
の
水
準
を
下
回
る
労
働
条

件
を
定
め
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
ド
イ
ツ
で
は
、
と
り
わ
け
経
済
停

滞
期
で
あ
っ
た
一
九
九
〇
年
代
に
お
い
て
、

下
方
硬
直
性
の
高
い
産
別
協
約
か
ら
逸
脱
し
、

個
別
事
業
所
に
お
け
る
労
働
条
件
の
柔
軟
性

を
確
保
す
る
た
め
、
各
産
別
協
約
中
に
は
表

５
に
お
け
る
よ
う
な
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
の
開
放
条
項
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

２　

開
放
条
項
の
実
際
―
金
属
産

業
を
例
に

　

そ
れ
で
は
、
現
在
の
ド
イ
ツ
の
産
別
協
約

は
、
開
放
条
項
に
よ
り
、
ど
の
程
度
事
業
所

内
で
の
労
働
条
件
規
整
の
余
地
を
認
め
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
、
金
属
産
業

に
お
け
る
協
約（
7
）
を
例
に
、
中
核
的
労
働

条
件
で
あ
る
労
働
時
間
と
賃
金
の
領
域
に

限
っ
て
、
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
労
働
時
間
に
つ
い
て
み
る
と
、
金

属
産
業
に
お
い
て
は
、
変
形
労
働
時
間
制
や

土
曜
日
へ
の
週
所
定
労
働
時
間
の
配
分
、
労

働
時
間
口
座
制
、
時
間
外
労
働
、
時
間
外
労

働
の
代
休
付
与
に
よ
る
調
整
、
操
業
短
縮
、

深
夜
労
働
・
交
代
制
勤
務
・
日
曜
お
よ
び
祝

表４　�一般的拘束力宣言を受けている労働
協約数の推移

資料出所：BMAS, Verzeichnis der für 
allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträge (Stand: 
1. Januar 2014), S.6.

年 合計 旧東ドイツ地域
1990 536
1991 622 7
1992 621 56
1993 630 93
1994 632 95
1995 627 118
1996 571 122
1997 558 144
1998 588 163
1999 591 179
2000 551 171
2001 534 171
2002 542 188
2003 480 175
2004 476 179
2005 475 194
2006 446 173
2007 454 176
2008 463 172
2009 476 173
2010 490 170
2011 488 170
2012 502 174
2013 498 168

表３　�金属連盟（Gesamtmetall）傘下使用者団体加盟企
業数の推移

資料出所：金属連盟のHP
（http://www.gesamtmetall.de/gesamtmetall/meonline.nsf/id/DE_Zeitreihen）

年
旧西ドイツ地域 旧東ドイツ地域

協約適用の 
ある加盟企業

協約適用の 
ない加盟企業

協約適用の 
ある加盟企業

協約適用の 
ない加盟企業

1990 8,173 1,192
1991 8,168 1,365
1992 8,081 1,278
1993 7,752 1,111
1994 7,458 983
1995 7,094 792
1996 6,731 655
1997 6,504 540
1998 6,263 504
1999 6,066 442
2000 5,826 426
2001 5,697 396
2002 5,351 353
2003 4,819 290
2004 4,508 266
2005 4,189 1,432 240
2006 3,978 1,892 236 7
2007 3,803 2,229 214 75
2008 3,685 2,385 212 84
2009 3,577 2,460 212 85
2010 3,494 2,639 218 86
2011 3,443 2,824 219 89
2012 3,384 3,042 220 128
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祭
日
労
働
等
の
事
項
に
つ
い
て
、
事
業
所
委

員
会
と
の
事
業
所
協
定
に
よ
り
、
そ
の
実
施

や
導
入
を
可
能
と
す
る
こ
と
で
、
一
種
の
弾

力
的
な
規
制
を
行
っ
て
い
る
。
た
だ
、
基
本

的
に
こ
れ
ら
の
事
項
は
、
事
業
所
組
織
法
八

七
条
一
項
が
定
め
る
共
同
決
定
事
項
（
社
会

的
事
項
）
で
あ
っ
て
、
仮
に
協
約
の
遮
断
効

が
及
ば
な
い
場
合
に
は
、
事
業
所
内
で
の
規

制
が
当
然
に
予
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
事
業
所
内

で
の
労
働
条
件
規
整
の
途
が
開
か
れ
て
い
る

の
は
、
む
し
ろ
自
然
な
こ
と
と
い
え
よ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
金
属
産
業
の
産
別
協
約

内
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
週
労
働
時
間
の
長

さ
自
体
に
つ
い
て
も
柔
軟
性
を
担
保
す
る
開

放
条
項
が
存
在
す
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

金
属
産
業
に
お
い
て
は
、
週
労
働
時
間
は
原

則
三
五
時
間
と
さ
れ
て
い
る
が
、
賃
金
等
級

一
四
以
上
に
格
付
け
ら
れ
て
い
る
労
働
者
が

全
労
働
者
の
半
数
以
上
で
あ
る
事
業
所
に
お

い
て
は
、
個
別
同
意
に
よ
っ
て
週
労
働
時
間

を
延
長
で
き
る
労
働
者
の
割
合
を
原
則
で
あ

る
一
八
％
か
ら
五
〇
％
を
上
限
と
し
て
引
き

上
げ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
か
か
る
割
合
の
範

囲
内
に
お
い
て
、
個
別
同
意
に
よ
る
延
長
と

並
ん
で
、
一
定
の
労
働
者
グ
ル
ー
プ
ま
た
は

部
門
に
つ
い
て
週
労
働
時
間
を
四
〇
時
間
に

ま
で
延
長
す
る
こ
と
が
、
事
業
所
協
定
に

よ
っ
て
可
能
と
な
っ
て
い
る
（
一
般
協
約
七

条
）。
た
だ
、
か
か
る
延
長
の
対
象
と
な
る

の
は
、
賃
金
等
級
が
一
か
ら
一
七
ま
で
あ
る

う
ち
、
一
四
以
上
と
い
う
高
い
ラ
ン
ク
に
格

付
け
ら
れ
て
い
る
労
働
者
に
限
ら
れ
て
い
る

か
ら
、
こ
の
開
放
条
項
に
基
づ
く
週
労
働
時

間
の
延
長
は
、
協
約
水
準
か
ら
の
逸
脱
と
い

う
よ
り
も
、
む
し
ろ
労
働
の
高
度
化
・
専
門

化
に
合
わ
せ
て
柔
軟
性
を
担
保
す
る
と
い
う

色
彩
が
強
い
。

　

他
方
、
賃
金
に
つ
い
て
み
る
と
、
産
別
協

約
が
定
め
る
賃
金
規
制
か
ら
の
逸
脱
に
つ
い

て
は
、
か
な
り
厳
格
に
管
理
し
よ
う
と
す
る

協
約
当
事
者
の
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
協
約
中
で
は
、
例
え
ば
事
業
所
委

員
会
と
の
合
意
に
よ
り
、
協
約
の
規
定
と
は

異
な
る
賃
金
等
級
、
職
務
評
価
制
度
等
を
定

め
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
開
放
条
項
が
置
か

れ
て
い
る
が
、
そ
の
利
用
に
は
、
あ
く
ま
で

協
約
当
事
者
の
書
面
に
よ
る
同
意
が
要
件
と

さ
れ
て
い
る
（
賃
金
基
本
協
約
二
三
条
）。

ま
た
、
協
約
に
よ
る
賃
上
げ
が
、
企
業
の
経

営
危
機
を
も
た
ら
す
場
合
に
は
、
当
該
企
業

に
つ
い
て
の
特
別
規
定
が
定
め
ら
れ
る
こ
と

で
、
そ
の
状
況
に
応
じ
た
柔
軟
な
対
応
を
可

能
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
経
営
危
機
条
項

（H
ärteklausel

）も
定
め
ら
れ
て
は
い
る
が
、

か
か
る
開
放
条
項
の
利
用
は
、
①
企
業
と
事

業
所
委
員
会
が
共
同
で
申
請
を
行
う
こ
と
、

②
企
業
が
再
建
計
画
を
提
示
す
る
こ
と
、
③

経
営
を
理
由
と
す
る
解
約
告
知
を
行
わ
な
い

こ
と
を
条
件
に
、
協
約
当
事
者
自
身
が
特
別

の
定
め
を
行
う
と
い
う
、
産
別
組
合
お
よ
び

使
用
者
団
体
の
強
い
関
与
の
も
と
で
初
め
て

認
め
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
賃
金
協

約
四
条
）。

　

以
上
を
み
る
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
今

な
お
、
中
核
的
労
働
条
件
で
あ
る
賃
金
・
労

働
時
間
に
つ
い
て
も
、開
放
条
項
に
よ
っ
て
、

事
業
所
レ
ベ
ル
で
柔
軟
な
労
働
条
件
を
定
め

る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。し
か
し
、総

じ
て
い
え
ば
、
そ
れ
ら
は
産
別
レ
ベ
ル
で
の

労
働
条
件
規
整
を
中
心
と
し
た
従
来
の
シ
ス

テ
ム
を
覆
す
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
は

思
わ
れ
な
い
。と
り
わ
け
、賃
金
に
関
し
て
は
、

開
放
条
項
に
よ
る
分
権
化
の
余
地
は
存
す
る

も
の
の
、
そ
の
際
に
は
協
約
当
事
者
に
よ
る

強
い
関
与
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で

は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
分
権
化
現
象
は
、
産

別
レ
ベ
ル
の
労
使
関
係
に
よ
っ
て
「
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
さ
れ
た
分
権
化
（kontrolierte 

D
ezentralisierung

）」
の
範
囲
内
に
あ
る

と
評
価
す
る
の
が
、
適
切
で
あ
ろ
う
。

Ⅴ
協
約
自
治
強
化
法

　

そ
れ
ゆ
え
、
現
在
の
ド
イ
ツ
の
協
約
シ
ス

テ
ム
を
め
ぐ
っ
て
は
、
か
か
る
分
権
化
現
象

よ
り
も
、
む
し
ろ
２
で
み
た
協
約
適
用
率
の

低
下
に
関
心
が
集
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
二
〇
一
三
年
九
月
二
二
日
の
ド

イ
ツ
連
邦
議
会
選
挙
に
お
い
て
も
重
要
な

テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
同
選
挙
に

よ
り
、
第
一
党
と
な
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
民
主

社
会
同
盟
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
）
は
、
社
会

民
主
党
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
と
の
連
立
協
定（
8
）
の

な
か
で
、「
協
約
自
治
（T

arifautonom
ie

）

の
強
化
」
を
掲
げ
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
、

同
協
定
内
に
お
い
て
、
か
か
る
協
約
自
治
強

化
の
た
め
の
具
体
的
手
段
と
し
て
明
記
さ
れ

た
の
が
、
①
法
定
最
低
賃
金
制
度
の
導
入
と
、

②
一
般
的
拘
束
力
宣
言
制
度
の
改
正
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
内
容
は
、
二
〇
一
四
年
四
月
二
日

の
閣
議
決
定
に
よ
り
既
に
法
案
化（
9
）
さ
れ

て
い
る
た
め
、
以
下
で
は
同
法
案
の
内
容
に

つ
い
て
、
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、同
法
案
は
第
一
章
に
お
い
て
、①
全

国
一
律
の
法
定
最
低
賃
金
制
度
の
導
入
に
つ

い
て
規
定
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一

五
年
一
月
一
日
以
降
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
全

て
の
使
用
者
は
労
働
者
に
対
し
、
少
な
く
と

も
一
時
間
当
た
り
八
・
五
〇
€
を
支
払
わ
ね

表５　協約上の開放条項の種類

資料出所：WSI-Tarifarchiv

金属産業

労働者の 13%から 18%までの範囲（労働者の半分が高資格者であり、
最も高い賃金等級に格付けられている場合には、50%までの範囲）で、
週労働時間を 35時間から 40時間へ継続的に延長することを認めるもの
労働時間を、部分的な賃金調整を伴って、一時的に 35時間から 25時間
に短縮することを認めるもの
事業所における持続的な雇用保障を実現するために、労働協約上定めら
れた最低基準からの逸脱を認めるもの（一般条項、例えば追加的支払の
カット、支払の延期、労働時間の延長、賃金調整を伴う、または伴わな
い労働時間の削減）

化学産業

37.5 時間の週労働時間を＋／－ 2.5 時間の範囲で変形させることを認め
るもの（労働時間回廊）
経済的に困難な状況において、労働ポストの確保および／または競争力
の改善のために賃金の 10%カットを認めるもの
新たに雇い入れられた被用者に対しては 90%、長期の失業者であった被
用者に対しては 95%の低い賃金率での支払いを行うことを認めるもの
賞与を、月賃金の 95%での固定額による支払いに代えて、80%から
125%の範囲での変動を認めるもの
賞与、休暇手当および財形給付に関して、経済的困難が深刻な状況にお
いては、金額および支払時期のいずれについても、合意による逸脱の余
地を認めるもの

リサイクル
業および廃
棄物処理業

賃金、労働時間、休暇日数および賞与に関して、競争力の維持または持
続的な改善のために、4年間 15%までカットすることを認めるもの

小売業

小規模の事業所について、規模に応じて、一定の割合での賃金引下げを
認めるもの（小規模企業条項）：被用者 25 人以下は 4%、15 人以下は
6%、5人以下は 8%（旧東ドイツ地域）
経済的に困難な状況において、労働ポストの確保のために 12人以下の
被用者を雇用する事業所において、12カ月間、賃金の 12%を引下げる
ことを認めるもの

銀行業

週労働時間を 31時間まで短縮することを認めるもの
経済的に困難な状況において、労働ポストの確保のために、労働協約上
定められた規定からの逸脱を認めるもの（経営危機条項、例えば賞与や
休暇手当の引下げ、賃金引上げの延期）
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ば
な
ら
な
い
。か
か
る
法
定
最
賃
制
度
は
、協

約
適
用
率
の
低
下
ゆ
え
に
、
低
賃
金
で
就
労

す
る
労
働
者
層
が
増
加
し
て
き
た
こ
と
を
踏

ま
え
て
導
入
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に

よ
っ
て
、
ま
ず
は
協
約
に
よ
る
保
護
の
外
に

あ
る
労
働
者
層
に
対
し
て
、セ
ー
フ
テ
ィ
ー
・

ネ
ッ
ト
が
敷
か
れ
る
こ
と
と
な
る（
10
）。

　

そ
し
て
更
に
、
法
案
の
第
五
章
は
、
労
働

協
約
法
上
の
一
般
的
拘
束
力
宣
言
制
度
の
改

正
を
規
定
す
る
。
Ⅲ
で
み
た
通
り
、
従
来
は

労
働
協
約
が
一
般
的
拘
束
力
宣
言
を
受
け
る

た
め
に
は
、「
協
約
に
拘
束
さ
れ
る
使
用
者
が
、

協
約
の
適
用
範
囲
内
に
あ
る
労
働
者
の
五

〇
％
以
上
を
雇
用
し
て
い
る
こ
と
」
が
要
件

と
さ
れ
て
き
た
が
、
法
案
で
は
「
公
共
の
利

益
に
と
っ
て
必
要
と
思
慮
さ
れ
る
場
合
」
と

い
う
統
一
的
要
件
に
変
更
さ
れ
、
こ
れ
に
該

当
す
る
場
合
と
し
て
、「
労
働
協
約
が
そ
の
適

用
範
囲
内
に
お
い
て
、
労
働
条
件
決
定
に

と
っ
て
、
主
た
る
役
割
（überw

iegend 
B

edeutung

）
を
担
っ
て
い
る
場
合
」、
お

よ
び
「
誤
っ
た
経
済
発
展
に
対
す
る
協
約
上

の
規
範
設
定
の
有
効
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、

一
般
的
拘
束
力
宣
言
が
必
要
と
さ
れ
る
場

合
」
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
一
般
的
拘
束
力

宣
言
を
受
け
て
い
る
労
働
協
約
数
の
減
少
が
、

協
約
適
用
率
低
下
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
現

状
を
踏
ま
え
、
こ
れ
に
歯
止
め
を
か
け
る
た

め
に
、
実
体
的
要
件
を
緩
和
し
た
も
の
と
い

え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
伝

統
的
な
協
約
シ
ス
テ
ム
の
機
能
を
取
り
戻
し
、

こ
れ
を
強
化
す
る
た
め
に
、
国
家
が
積
極
的

な
介
入
に
乗
り
出
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

か
か
る
「
協
約
自
治
強
化
法
」
案
は
、
二
〇

一
四
年
七
月
三
日
に
連
邦
参
議
院
を
通
過
し

て
お
り
、
二
〇
一
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

Ⅵ
総
括

　

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
労
働
協
約
法
上
、

労
働
協
約
に
対
し
「
法
規
範
」
と
し
て
の
位

置
付
け
が
与
え
ら
れ
て
い
る
な
か
で
、
伝
統

的
に
は
産
別
協
約
が
、
当
該
産
業
に
お
け
る

最
低
労
働
条
件
を
定
立
し
、
使
用
者
間
で
の

労
働
条
件
の
引
き
下
げ
を
通
じ
た
競
争
を
排

除
す
る
機
能
を
果
た
し
て
き
た
。
そ
し
て
、

現
在
で
も
、
引
用
条
項
に
よ
る
間
接
的
な
適

用
を
含
め
れ
ば
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
労
働
者

の
多
く
は
産
別
協
約
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
確
か
に
一
九
九
〇
年
代
以

降
、
労
働
条
件
規
整
権
限
の
産
業
レ
ベ
ル
か

ら
事
業
所
レ
ベ
ル
へ
の
分
権
化
の
動
き
が
生

じ
て
は
い
る
が
、
開
放
条
項
の
内
容
を
分
析

す
る
限
り
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
産
業
レ
ベ
ル

の
労
使
関
係
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
範
囲

内
で
の
現
象
に
留
ま
る
。
従
っ
て
、
産
別
協

約
を
中
心
と
し
た
ド
イ
ツ
の
協
約
シ
ス
テ
ム

は
、
そ
の
基
本
構
造
に
お
い
て
、
現
在
な
お

堅
持
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
て
良
い
で
あ
ろ

う
。

　

も
っ
と
も
、
従
来
と
比
べ
れ
ば
、
産
別
労

使
団
体
の
組
織
率
低
下
を
主
な
理
由
と
し
て
、

産
別
協
約
の
直
接
的
な
適
用
率
は
低
下
し
て

お
り
、
他
方
で
、
低
賃
金
で
就
労
す
る
労
働

者
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
に
は
疑
い
が
無
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
最
近
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、

伝
統
的
な
協
約
シ
ス
テ
ム
の
機
能
を
取
り
戻

し
、
こ
れ
を
強
化
す
る
た
め
に
、
全
国
一
律

の
法
定
最
低
賃
金
制
度
の
導
入
、
お
よ
び
、

一
般
的
拘
束
力
宣
言
制
度
の
要
件
緩
和
と
い

う
手
段
に
よ
っ
て
、
国
家
が
よ
り
積
極
的
な

介
入
に
乗
り
出
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
従

来
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
法
規
範

と
し
て
の
労
働
協
約
の
正
当
性
を
担
保
す
る

た
め
に
、
労
働
組
合
に
対
し
て
は
協
約
能
力

を
要
求
す
る
な
ど
、
協
約
シ
ス
テ
ム
の
維
持

に
つ
い
て
、
国
家
は
無
関
心
で
あ
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
し
か
し
、
憲
法
に
よ
っ
て
協
約

自
治
が
保
障
さ
れ
、
労
働
条
件
規
整
は
国
家

よ
り
も
第
一
義
的
に
は
協
約
当
事
者
が
担
う

べ
き
も
の
と
解
さ
れ
て
き
た
ド
イ
ツ
に
お
い

て
、（
逆
説
的
か
も
し
れ
な
い
が
）
い
ま
や
中

核
的
労
働
条
件
で
あ
る
賃
金
に
つ
き
最
低
基

準
規
制
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
協
約
自
治
の

強
化
が
図
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、

特
筆
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 
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］
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本
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山
本
陽
大

『
現
代
先
進
諸
国
の
労
働
協
約
シ
ス
テ
ム
―
ド
イ
ツ
・

フ
ラ
ン
ス
の
産
業
別
労
働
協
約
（
第
一
巻 

ド
イ
ツ

編
）』（
労
働
政
策
研
究
報
告
書
№
157
―

１
、二
〇
一
三
年
）、

同
『
ド
イ
ツ
に
お
け
る
集
団
的
労
使
関
係
の
現
在
―
二

〇
一
二
年
お
よ
び
二
〇
一
三
年
に
お
け
る
ヒ
ア
リ
ン
グ

調
査
結
果
を
踏
ま
え
て
』
日
独
労
働
法
協
会
会
報
15
号

（
二
〇
一
四
年
）
二
三
頁
。

２　

協
約
能
力
論
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、桑
村
裕
美
子「
協

約
自
治
制
度
と
国
家
介
入
の
あ
り
方
―
ド
イ
ツ
に
お
け

る
協
約
能
力
、
協
約
単
一
原
則
、
賃
金
下
限
規
制
を
め

ぐ
る
議
論
か
ら
」『
社
会
法
制
・
家
族
法
制
に
お
け
る
国

家
の
介
入
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
一
五
頁
を
参
照
。

３　
B

A
G

 2.8.1963, A
P

 N
r.5 zu 

§9 T
V

G
 = D

B
 

1961, 1089.

４　

こ
の
点
を
論
じ
た
代
表
的
文
献
と
し
て
、
名
古
道
功

「
大
量
失
業
・
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
ド
イ
ツ
横

断
的
労
働
協
約
の『
危
機
』」金
沢
法
学
四
三
巻
二
号（
二

〇
〇
〇
年
）
五
五
頁
。

５　

現
在
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
労
働
者
数
で
あ
る
約
三
五

〇
〇
万
人
か
ら
計
算
す
る
と
、
産
別
組
合
の
組
織
率
は

約
一
八
％
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

６　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
引
用
条
項
を
め
ぐ
る
法
的
問
題
に

つ
い
て
は
、
松
井
良
和
「
労
働
契
約
に
お
け
る
労
働
協

約
の
引
照
条
項
」
法
學
新
報
一
一
九
巻
五
・
六
号
七
五

五
頁
に
詳
し
い
。

7　

こ
こ
で
検
討
の
素
材
と
し
た
の
は
、
ド
イ
ツ
金
属
産

業
の
協
約
交
渉
に
お
い
て
パ
タ
ー
ン
・
セ
ッ
タ
ー
の
役

割
を
果
た
し
て
い
る
、
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル

ク
協
約
地
域
に
お
い
て
、
金
属
産
業
労
働
組
合
（IG

 
M

etall

）
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
地
区
本
部
と
使
用
者

団
体
で
あ
る
南
西
金
属
（S

üdm
etall

）
と
の
間
で
締

結
さ
れ
た
産
別
協
約
（
一
般
協
約
・
賃
金
基
本
協
約
・

賃
金
協
約
）
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
協
約
に
つ
い

て
は
、
山
本
・
前
掲
注
（
1
）
報
告
書
五
二
頁
以
下
に

お
い
て
訳
出
し
て
あ
る
の
で
、
そ
ち
ら
も
参
照
さ
れ
た

い
。

8　

連
立
協
定
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
毛
塚
勝
利
「
ド
イ

ツ
に
お
け
る
雇
用
・
労
使
関
係
政
策
の
新
た
な
局
面
―

一
般
的
拘
束
力
・
最
低
賃
金
と
派
遣
労
働
の
政
策
を
中

心
に
」
連
合
総
研
レ
ポ
ー
ト
（
Ｄ
Ｉ
Ｏ
）
二
九
〇
号
（
二

〇
一
四
年
）
四
頁
以
下
を
参
照
。

9　

 

か
か
る
「
協
約
自
治
強
化
法
」
案
の
邦
語
訳
に
つ

い
て
は
、
山
本
陽
大
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
新
た
な
法
定

最
低
賃
金
制
度
」
労
働
法
律
旬
報
一
八
二
二
号
（
二
〇

一
四
年
）
三
六
頁
を
参
照
。

10　

ド
イ
ツ
連
邦
政
府
は
、
か
か
る
法
定
最
賃
制
度
に

よ
っ
て
約
三
七
〇
万
人
の
労
働
者
が
直
接
に
利
益
を
受

け
る
こ
と
に
な
る
と
の
試
算
を
行
っ
て
い
る
（http://

w
w

w
.bundesregierung.de/C

ontent/D
E

/
A

rtikel/2014/04/2014-04-02-m
indestlohn-

kabinett.htm
l;jsessionid=F

5F
7F

F
437D

1B
62355

8D
2F

3C
4C

61646B
3.s3t1

）。

〈
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉

山
本
　
陽
大
（
や
ま
も
と
・
よ
う
た
）

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
研
究
員
（
労
働
法
専
攻
）

二
〇
〇
九
年
三
月
同
志
社
大
学
大
学
院
法
学

研
究
科
博
士
前
期
課
程
修
了
、
そ
の
後
、
同

大
学
院
博
士
後
期
課
程
を
経
て
、
二
〇
一
二

年
四
月
か
ら
現
職
。最
近
の
主
な
著
作
に「
解

雇
規
制
を
め
ぐ
る
法
理
論
」
季
刊
労
働
法
二

四
五
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
八
八
頁
、「
い
わ

ゆ
る
混
合
組
合
の
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立

人
適
格
」
中
央
労
働
時
報
一
一
八
〇
号
（
二

〇
一
四
年
）
一
二
頁
、『
資
料
シ
リ
ー
ズ
№

145 

多
様
な
正
社
員
に
関
す
る
解
雇
判
例
の
分

析
』（
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
、
二
〇
一

四
年
）〔
近
刊
〕
等
が
あ
る
。


